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1．はじめに

第75回日本財政学会は，2018年10月20日，
21 日の 2 日間にわたり，香川大学にて開催
された．1日目の午後にシンポジウムが行わ
れたほか，24 の分科会において，72 本の学
会報告がなされた．なお，分科会のうち，3
つの企画セッション（社会保障給付・負担政
策についての国際比較，日本地方財政におけ
る公共経済学の理論的進展，アメリカにおけ
る財政政策の構造変化），20 年目を迎えた日
韓セッションに加え，特別セッション（災害
復興財政のあり方を考える）が設置された．
また，2日目の午前中には，ケンブリッジ大
学 Daunton名誉教授による招待講演（「国債：
歴史から学ぶ」）が行われた．

2．シンポジウム

今年のテーマは『「財政再建とマクロ経
済」－経済再生と生活保障に政府はどのよう
に関与すべきか－』であった．コーディネー
ターは森裕之氏（立命館大学）であり，パネ
リストは岡本英男（東京経済大学），土居丈
朗（慶応義塾大学），松尾匡（立命館大学），
松林洋一（神戸大学）の四氏が登壇した．
岡本氏は，福祉国家は完全雇用を確保する
主体であるとし，現代資本主義の生産様式を
鑑みれば貯蓄額が投資額を上回る資本余剰は
必然的に生じるものであり，財政収支の均衡
に拘泥すれば完全雇用を達成できないと論じ
た．さらに，直近 30 年では財政赤字が常態
であるとし，明瞭なルールに基づく民主的管
理の上で，財政金融を一体として拡張的に運

営すべきとした．また，金融政策においては
ヘリコプターマネー（ヘリマネ）を推進すべ
しとした．
土居氏は，財政再建論者の立場から，財政
再建に関して巷間論じられる反対論・楽観論
を検証した．特に，国債の日銀引受は借換時
に金利状況局面を迎えていた場合に国民負担
を生み出す恐れがあるとした．ただし，マク
ロ経済スライドが特に基礎年金の所得代替率
を低下させる効果を持つ以上，財源として国
庫負担を要するとの見通しを示した．財源と
して，経済成長を阻害しない税目は消費税で
あるとともに，課税平準化政策の観点からは，
現時点で消費税を導入しなければ将来時点で
税率を上昇させ超過負担を招くと論じた．
松尾氏は，基礎的なマクロ経済バランス式
を展開しながら，民間債権の増加は政府債務
と，海外のわが国民への債務増加に当然帰結
するとした．さらに，長期不況で消費と投資
が低迷すれば，民間貯蓄の増加を経由して財
政赤字に必然的に帰結し，金利低下・資金流
出を通じて円安・貿易黒字を招来するとした．
一方，超高齢化で貯蓄が減少すれば，逆のメ
カニズムを通じ，巷間の主張とは逆に円高が
招来されるとした．その上で，人口減少時代
に完全雇用が達成されている場合は，租税政
策を通じて労働配分に影響を与える効果を前
提とし，社会として必要な労働配分を考慮す
べきと論じた．
松林氏は，財政の持続可能性について，フ
ローにおいてドーマー条件と基礎的財政収支
均衡の双方が成立していないことを踏まえた
上で，ストック側の将来推計に基づき具体的
な警鐘を鳴らした．まず，1990 年代からの
家計および非金融法人部門の資金余剰による
マクロでの財政赤字ファイナンスを認めた上
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で，家計の資金余剰は団塊世代の取り崩しに
より減少すること，企業の資金余剰は長期的
には経済成長率に依存する以上すう勢的に低
下することを予想した．その上で，民間金融
資産残高から政府債務残高を差し引いた額を
ストックベースの国内資金余剰とした上で，
現在の日本の国内資金余剰対 GDP比率は
120％程度からすう勢的に低下すること，国
内保有比率の差異を考慮しても，国際比較上
は対 GDP比率 100％を下回ると金利上昇を
招く傾向があると論じ，2028 年には閾値を
下回ると論じた．
続いて，相互質問に移った．松林氏は，財
政再建における政府支出との関係を糺したの
に対し，土居氏は現在の団塊世代の給付水準
を大幅に引き下げることは困難であるとし
た．一方，土居氏は過去 30 年間の財政赤字
基調が今後も安定的に継続し得るかを糺した
のに対し，岡本氏は，バブル崩壊は大恐慌を
上回るショックであったにも拘わらず，大恐
慌ほどの経済縮小を伴わなかったのは拡張財
政の成果であるとし，財政赤字による一定程
度のインフレは経済的にむしろ好ましく，失
業は相対的弱者の社会的排除を生み出すこと
から，財政収支均衡よりも，完全雇用を通じ
国民に「適切な仕事」を確保することが肝要
と論じた．岡本氏の立論は，財政緊縮・債務
削減は世代間・階層間の不平等を拡大すると
論じた Daunton名誉教授の講演とも一定の
親和性を有している．
フロアからの質問を通じて大きな焦点とな
ったのは三点である．第一は，完全雇用の定
義である．質問者は，現在は企業が労働者不
足を嘆き外国人雇用を切望する雇用状勢であ
り，循環的財政収支の観点からは財政黒字化
が達成されているべきと糺した．これに対し，
松尾氏は，現在の労働者数上昇は失業率に包
摂されない潜在失業者の存在を明らかにした
と論じ，依然として完全雇用は達成されてい
ないと主張した．
第二は，金融政策の位置づけを巡る論点で
ある．質問者はヘリマネに対する岡本氏の立
場がリーマン・ショック以前と変化したこと
を糺した．岡本氏は，自説の転換を認めた上

で，アバ・ラーナーのヘリマネ論が持つ合理
性を挙げた．関連して，松尾氏は，ラーナー
の議論はポスト成長期において投機を恒常的
に生み出す民間主体の信用創造への不信が背
景にあり，ヘリマネと信用創造の民主的統制
とがセットで主張されている点に注意を喚起
した．
第三は，財政再建手段を巡る論点である．
質問者は「財政危機」が叫ばれながら財政破
綻に至らずに再建への国民意識が醸成されに
くい状況を指摘しつつ，今後の財政再建の在
り方を問うた．これに対し，土居氏は，これ
までの財政再建はエスタブリッシュメント間
の合意で為されており，首相の地位と引き換
えに消費税率を引き上げる手法が取られてき
たとしつつ，次の段階では納税協力を得やす
いと論じられる税目（所得税，資産税，炭素
税や砂糖税など物品税）を一先ず俎上に載せ，
それらの限界を通じて再度の消費税増税論を
醸成するとの見通しを示した．一方，松林氏
は，ブレクジットを例にポピュリズムの移ろ
いやすさに警鐘を鳴らした上で，客観的で冷
厳な事実を提示することの重要性を説いた．
その上で，ポピュリストが政権を奪取したイ
タリアにおける財政赤字がマーストリヒト条
約の範疇内に留まった事実を踏まえながら，
日本でも 1997 年財政再建法のようなルール
を再度導入すべきと論じた．

3．分科会

筆者が見聞した限りにおいて，本大会にお
ける白眉は，企画セッション「社会保障給付・
負担政策についての国際比較」であった．同
セッションは，社会保障給付や租税・社会保
障負担のあり方と福祉国家に対する市民の支
持との関係について，再分配のパラドックス
における普遍主義／選別主義区分を手掛かり
にしながら，先進六か国（米・英・仏・独・瑞・
日）について，税・社会保障負担および給付
（現金・現物）の双方において，入手可能な
定量データに基づき階層帰着に関する実証的
な比較分析を試みたものである．さらに，二
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時点（2001 年・2014 年）間の変容を分析す
ることで各国における負担構造・分配戦略再
編の類型化を試みている．高端正幸（埼玉大
学）・佐藤滋（東北学院大学）・古市将人（帝
京大学）の三氏が提示した定量研究上の論点
はきわめて多岐に渡るが，特に①選別給付／
低負担の日米と普遍給付／普遍負担の瑞独が
対照的な関係を為す，②分配戦略上は低所得
者向け給付構造への傾斜（独・仏），給付引
き下げ（瑞・米），給付・負担双方の引き下
げ（日）が看取される，③プログラム別では
制度放置・就労強化（米）／低所得者向け給
付切下げと高所得者向け給付切上げ・勤労税
額控除導入（瑞）に対し，労働への厳格さと
家族への寛容さ（英・独）／税制改革と給付
改革をセットで導入（仏）などの傾向を見て
取ることができるとした．
通説との大きな違いは，ドイツにおける負
担・給付双方での普遍主義化である．福田直
人氏（帝京大学）は，超少子化に直面したド
イツにおいて，保守政権である CDUが，対
女性戦略見直しの中で，フランスを政策参照
点としながら，現金給付・租税控除から保育
の現物給付へと分配戦略を転換したと論じ
た．その上で，マーストリヒト条約違反に対
応するために導入された付加価値税率引き上
げを保育給付財源へ転用したことを指摘し
た．
一方，日本と同じ選別給付・低負担の特徴
を持つアメリカについて，茂住政一郎氏（横
浜国立大学）は，クリントン政権期初期の
OBRA93 における財政均衡が全階層への負
担強化に帰結したと指摘した．これに対する
不満が財政緊縮を掲げるギングリッジ院内総
務が指揮する共和党の勝利・分割政府化に帰
結したことに触れた後，共和・民主両党によ
る租税支出政策を通じた中間層の奪い合いを
活写した．その上で，当時の社会意識調査を
踏まえると，国民はむしろ社会保障の強化を
望んでいたとし，租税支出政策で獲得される
利益と国民の財政需要が乖離したことが，租
税支出に埋没した国家を生み出したとした．
なお，本セッション外の報告ではあるが，
本大会において，佐藤滋氏は，イギリスにお

けるベヴァレッジによる普遍主義から選別給
付への転換について，通説（1980 年代以降）
と異なり，1950 年代～ 60 年代における保守・
労働両党の政策競争の帰結に主因を求めた．
特に，収入の十分性を欠く定額拠出による社
会保障の所得代替率低下を懸念した労働党
が，スウェーデンを参照点とする社会保障税
への転換を構想したのに対し，中高労働者へ
の負担を嫌った TUCが拒絶したことが選別
給付化への道筋をつけたと論じたことを付記
する．
本セッションに対するコメンテイターおよ
び座長コメントも多岐にわたったが，①経済
学的視点・構造的要因分析の欠落，②中間層
の定義の曖昧さが指摘された点を特記してお
く．このうち，中間層の定義については，本
大会内で田中聡一郎氏（関東学院大学）が全
国消費実態調査を基礎データとしつつ独自推
計を加えながら整理を施している．まず，中
位所得値を分母とすると，75％を中間層の下
限とする一方，上限は 125％から 300％まで
幅広いレンジがあるとする．その上で，1994
年中位所得をベンチマークとした場合，日本
における中間層のボリュームは所得低下の影
響によって減少していること，世代別にみる
と，年金の再分配効果により高齢者の低所得
者層は改善されるものの，若年層においては
二極化傾向が看取される点を懸念した．
最後に，時期を得た企画セッションとして

「アメリカにおける財政政策の構造変化」を
取り上げたい．本セッションはトランプ政権
下の現代アメリカ財政について，予算論・租
税論・地方財政論からアプローチしている．
まず，河音琢朗氏（立命館大学）は，議員の
政策志向の党派分断が完成した「分極政府」
下に政権を運営したオバマ政権における党派
対立および党派内対立下における困難な予算
編成過程を描写しつつ，裁量的経費部分を題
材とした予算統制の現状と，トランプ政権下
における統制の弛緩を論じた．
これに対し，吉弘憲介氏（桃山学院大学）は，
トランプ政権下で実施された法人税改革，中
でも全世界所得から領土主義化への大きな転
換について，構造的背景（多国籍企業化と企
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業立地の国際化）に基づく以上は党派間で対
立点が形成されず，オバマ政権期以前におい
ても超党派での改革論議が積みあがっていた
ことを反映したに過ぎないとの見解を示し
た．
一方，谷達彦氏（東北学院大学）は，選別
主義給付を行うアメリカにおいて，地方政府
により普遍主義的給付が補完的に行われた例
として就学前教育を取り上げた．具体的事例
として，フィラデルフィア市における貧困対
策として登場した就学前教育が，施設の個所
付け上は貧困地域を優先しつつも，所得制限
を設けない普遍主義的な制度として導入され

たことを論じた．また，炭酸飲料水税の導入
において，就学前教育への充当が議会・住民
への説得材料として機能したとした．
なお，分科会外であるが，金根三氏（立教
大学）も韓国の保守主義政権下における保育
政策の拡充を，財政の集権化に対する批判的
な警戒感を含めながら報告を行っている．筆
者の参加した範囲に限るが，保育政策に象徴
される先進国における社会再生産の構造的危
機と，政治的・財政的文脈を踏まえた対応戦
略の差異を巡る各国比較が本大会の隠れた主
題を構成したように感じた．


